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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和４年６月２９日 

件 名 令和４年度産業経済部 主要施策について 

所管部課 産業経済部 産業政策課、企業経営支援課、産業振興課 

内 容 

 令和４年度産業経済部の主要施策について、「突き抜け」「底上げ」「消費喚

起」を重点項目とし、以下のとおり各事業を実施していく。 

１ 意欲的な事業者の支援体制強化による「突き抜け」 

  多くの事業者の課題は売上の伸び悩みや減少に起因しており、売上を増加して 

いくための仕組みづくりを支援する。 

（１）海外販路拡大支援事業

ア 概要

参入が難しい海外販路への挑戦をサポートし、ノウハウを習得させること

で、さらなる事業者の売上増加を図っていく。 

イ 今年度のスケジュール

・ 令和３年度に海外でのテスト販売に参加した参加事業者には、今年

度、香港・上海の展示会等への出展の機会提供等により支援を行う。

・ 今年度の新規参加事業者には、香港でのテスト販売の機会提供及び出

展前後の商品開発支援等を行う。また、市場調査や現地事業者との交

渉等の海外展開スキルの向上を支援するためのセミナー等を実施す

る。

Ｒ 

４ 

年 

度 

月 
Ｒ３参加事業者（９社） 

※２社が都合により辞退
月 

Ｒ４参加事業者（６社） 
※ウ 新規参加事業者 参照

5

～

9 

テストマーケティングの結果を
踏まえた商品改良 

消費者ニーズや市場特性を理解するた
め、以下の取り組みを実施する。 

8 
香港Ｆｏｏｄ Ｅｘｐｏ出展 
(食品系の大型展示会) 

7
～
11 

商品の現地対応 
（パッケージ等の変更等） 

10 
上海ファッションウィーク
(服飾・雑貨系の展示会) 

12 
テストマーケティング（香港）

1 
シンガポールアートウィー
ク商談会（服飾・雑貨系） 2 

テストマーケティング成果検証、
次年度課題設定

随

時 

・現地パートナーによる現
地バイヤーへの営業支援

・商談、協業先斡旋

年

間 

海外展開のノウハウ習得を目指す連続セミナーを実施 

2 
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ウ 新規参加事業者 計６社（五十音順） 

 会社名 事業内容 販路拡大対象商品 

１ 株式会社 KiKi 茶葉の開発・販売 日本茶 

２ 株式会社 CAN てまりの製造・販売 てまり（アクセサリ・イン

テリア） 

３ ザオー工業株式会社 金属製品の製造・販売 金属ブロック（玩具） 

４ 三洋紙業株式会社 紙製品の製造・販売 ノート 

５ HOLY CRAP！ 革靴等の製造・販売 革製品（靴、小物等） 

６ 株式会社 和宏 革製品の製造・販売 革製品（ベルト、鞄等） 

 

（２）国内販路拡大支援事業 

  ア 概要 

    事業者のセルフプロモーションやブランディング等のアドバイスを行い、

販路拡大および売上増加を図っていく。 

イ 今年度のスケジュール 

・ 令和２年度および令和３年度参加事業者には、販路拡大に関する課題

解決に向けた課題別セミナーを実施する。また、セミナーでカバーし

きれない高度な課題に対する個別サポートの実施やテストマーケティ

ングの機会を提供する。 

・ 令和４年度の新規参加事業者（※）には、上記の支援に加え、国内で

著名なバイヤーへのプレゼンの機会提供等を行い、販路拡大の入り口

に対する理解を向上させる。 

※ 令和４年５月～６月に公募し、７月上旬に決定予定 

Ｒ 

４ 

年 

度 

月 
Ｒ２参加事業者
（１０社） 

Ｒ３参加事業者 
（１０社） 

月 
Ｒ４参加事業者 
（予定１０社） 

 
 
 
6
～
9 

新設する課題別セミナーおよび既存の個
別サポートを拡充していくことで、さら
なる販路拡大機会の獲得を支援する。 

7 市場特性を理解する
ため、以下の取り組
みを実施する。 
・参加事業者決定 

8 
～ 
10 

・バイヤーへのプレ 
ゼンテーション 

10 

～ 

12 

・課題別セミナー（EC サイト出店、販促ツールの魅せ方等） 
・個別サポート 

2
～
3 

・テストマーケティング 
 

随
時 

・販路拡大に関する様々な相談対応（商品コンセプトの整理、 
プロモーションツールの作成方法等） 

 

3 
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２ 事業者の課題解決と経営意欲の「底上げ」 

コロナ禍で苦しむ区内事業者の課題解決と経営意欲の向上等を図るため、新た

な支援策として、令和４年４月１日から「事業者なんでも相談員」及び「ウェブ

活用アドバイザー」を設置した。相談業務の充実により区内企業の全体的な底上

げを図っていく。 

 

（１） 事業者なんでも相談員（１名） 

ア 概要 

「事業者なんでも相談員」が事業所を訪問して、商売や生活に関して事業

者が抱える様々な困りごとや、悩みの解決を支援する。 

イ 相談実績 

 ４月 ５月 

訪問相談 ６件 ５件 

来庁相談 １件 ２件 

電話相談 ４件 ６件 

合  計 １１件 １３件 

ウ 主な相談内容 

・ 事業復活支援金の申請ができずに困っているので、相談にのってほし 

い。 

    ・ 空き店舗を事務所等として貸出したい。 

 

（２） ウェブ活用アドバイザー（１名） 

  ア 概要 

    「ウェブ活用アドバイザー」が事業所を訪問して、ウェブ活用に関する課 

題解決を支援する。 

  イ 相談実績 

 ４月 ５月 

訪問相談 １４件 １６件 

来庁相談 ０件 １件 

電話相談 １件 １件 

合  計 １５件 １８件 

 

  ウ 主な相談内容 

    ・ 既存のホームページが無く、新規顧客獲得のためホームページを作成

したい。業者に委託すべきか、社内で作成可能なのかも含めアドバイ

スしてほしい。 

・ SNSとホームページを使って集客を強化したい。 

エ 相談対応時間 

    １件当たり１時間３０分から２時間 

4 
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（３）事業周知について 

ア 「公社ニュース トキメキ」４月号掲載（事業者なんでも相談員、ウェブ 

活用アドバイザー） 

イ 足立区ホームページ、SNS、メルマガ等発信         

ウ ４月１４日に西新井青色申告会を通じてチラシ各２，７００部を会員宛て 

送付依頼 

エ ４月１８日に産業経済部企業データベースより抽出した約３７０事業者 

（主に製造業）にＤＭとしてチラシを郵送（補助金案内に同封） 

オ ４月１８日に区内信用金庫、東京商工会議所足立支部等にチラシ配架依頼 

カ 商連及び工連の役員会での事業周知 

    ・ 商連加盟店約１，０００店舗にＤＭとしてチラシを郵送 

    ・ 工連役員会でチラシを約４０部配布。 

キ ５月上旬に生活環境保全課が区内事業者約２，７００社に対して実施した 

「アスベスト対策に関するアンケート」にチラシを同封 

 

３ コロナ禍により落ち込んだ区内の「消費喚起」 

区制９０周年記念事業として、コロナ禍で落ち込んだ区内経済の消費喚起策を

実施し、１年を通じて切れ目のない経済支援を行う。 

（１）「㊗レシートde９０周年事業」 

ア 概要 

  商店街振興組合連合会と連携し、商品券還元による消費者・店舗支援を行 

う。 

（ア）本事業登録店のお祝いスタンプの押された９００円以上（税込）の２店

舗以上のレシート９枚で区内共通商品券２,０００円分を交付する。 

（イ）上記（ア）に、「あだちの輝くお店セレクション」で選出された店舗のレ

シートが含まれている場合は、２,０００円分に加えて区内共通商品券５０

０円分を交付する。 

※ 申請は一人１回。 

（ウ）登録店へは事業協力金として、事業終了後に１０,０００円を支給する。 

登録店募集期間 令和４年２月１日～令和４年４月２８日 

レシート対象期間 令和４年４月１日～令和４年５月３１日 

利用者申請期間 令和４年４月４日～令和４年６月１５日 

商品券発送時期 令和４年４月中旬～順次発送 

登録店協力金振込 事業終了後（令和４年７月予定） 

 
 
 
 
 

5 
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イ 登録店舗数 

   １，３９４店 

ウ 商品券申請件数（令和４年６月１５日受付終了） 

   ２８，６８０件・達成率２８６．８％（当初想定件数１０，０００件） 

 

エ 想定を超える申請があった理由 

（ア）広報活動による事業周知 

あだち広報（３/２５、５/１０）、区ホームページ、ＳＮＳ、町会自治 

会掲示板、区民事務所等での告知、登録店による店頭での説明やＳＮＳ発

信等 

（イ）業態を限定せず、多岐にわたる店舗を対象とし、多くの事業者の支援が 

可能となったため 

 

オ 予算計上額 

    １１０，２１３，０００円 

【内訳】 

・ 当初予算額    ４９，９１５，０００円 

    ・ 第２号補正予算額 ６０，２９８，０００円 

（２０，０００件追加申請を想定） 

 

カ 経済効果 

２９８，５５８，５００円【６月２１日暫定値】 

    【内訳】 

・ 実績（申請にあたっての店舗売上） ２３２，３０８，０００円 

      ９００円×９枚×２８，６８０件＝２３２，３０８，０００円 

・ 商品券発行額 ６６，２５０，５００円【集計中のため暫定値】 

      ２８，６８０件×４．６２枚（※）＝１３２，５０１枚 

      １３２，５０１枚×５００円＝６６，２５０，５００円 

 

      ※ ２，０００円コース（５００円券４枚） 

        ２，５００円コース（５００円券５枚） 

        ４．６２枚・・・２，０００円コース申請者３８％ 

２，５００円コース申請者６２％ 
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（２）プレミアム商品券事業（足立区商店街振興組合連合会発行） 

ア 概要 

区制９０周年記念事業としてプレミアム率を２０％に充実させ、区内消費 

喚起を促進する。 

プレミアム率 ２０％ 

販 売 額 １セット５，０００円（６，０００円分） 

発 行 総 額 ３億６千万円（区補助６千万円） 

券    種 

（１）紙商品券（５００円単位で使用） 

（２）デジタル商品券(１円単位で使用)  

  ※ （１）（２）ともに１セットに「中小店専用券」と「全

店共通券」を組み合わせる。 

購 入 限 度 紙・デジタル共に一人４セットまで（最大８セット） 

販 売 方 法 ＷＥＢまたは専用ハガキ（予約抽選販売） 

応 募 期 間 令和４年５月１日～５月３１日 

販 売 期 間 令和４年７月１日～７月１０日 

使 用 期 間 令和４年７月１日～１２月３１日 

イ 申込件数  

（ア）紙商品券    ８２，４２３セット／４０，０００セット発行 

（２０６．１％） 

（イ）デジタル商品券 ２９，６７０セット／２０，０００セット発行 

（１４８．４％） 

 

（３）「㊗キャッシュレス還元祭 de９０周年事業」 

ア 概要（仮） 

スマートフォンを活用したキャッシュレス決済により、店舗・利用者共に

デジタル化促進を図る。 

実 施 期 間 令和５年１月５日～２月４日（１か月） 

対 象 店 舗 大型店・チェーン店を除く区内店舗 

ポイント還元 

対象者 
不問 

予 算 額 
１５億１千５百万円（当初予算額８億８千５百万円、 

第３号補正予算計上額６億３千万円） 

還 元 率 ３０％ 

付 与 上 限  
３，０００円／回    

２０，０００円／期間 
 

問題点・

今後の方

針 

今後も意欲的な事業者の支援による「突き抜け」、事業者の課題解決による 

「底上げ」、区制９０周年と連動した「消費喚起」の三本の柱を丁寧に展開し、

地域経済の支援を複層的に行っていく。 

7 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年６月２９日 

件  名 
緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）の上限額引き上げ及び期間

の延長、並びに受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 

 コロナ禍における原油価格や物価高騰による影響を受ける事業者の負担軽

減のため、緊急経営資金の融資限度額を引き上げるとともに、申込期限を延

長する。あわせて、緊急経営資金の受付件数等、融資実行状況の令和４年５

月末までの実績について、以下のとおり報告する。 

 

１ 緊急経営資金変更内容 

（１）対象者（要件追加による拡充） 

 現在実施する緊急経営資金の対象者に加え、原油価格や物価高騰により

影響を受ける又は受ける恐れのある事業者 

（２）上限額の引き上げ 

   １,０００万円から ２,０００万円 へ引き上げ 

（３）申請期限 

   令和４年９月３０日から 令和５年３月３１日 へ延長 

（４）借換え 

   緊急経営資金の借換えは１回に限り可能。ただし、上限額引き上げ以 

前に１度「緊急経営資金（借換）」を利用したことがある事業者の方も 

上限額引き上げ後から令和５年３月３１日期間において１回に限り、「緊 

急経営資金（借換）」を利用できる。 

（５）申請見込件数 

 ２,１５０件（８月から３月末まで） 

（６）補正予算額 

   ５２３，１００千円 を第３号補正予算で計上 

 ・ 信用保証料補助金 ４９８，０００千円 

 ・ 利子補給金     ２５，１００千円 

（７）上限額引き上げ開始日 

 令和４年８月１日予定 
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２ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ 

ネット４号 

セーフティ 

ネット５号 

危機関連 

保証 

Ｒ２.３月 ８３９件 １４０件 ３３件 １件 

４月 １,５１０件 ３４１件 ４４件 ５６件 

５月 ８２７件 ７６７件 １０６件 １５１件 

６月 ５９８件 ８５８件 １７７件 １６３件 

７月 ３９１件 ６５１件 １５１件 １２１件 

８月 ２９０件 ４１９件 ９２件 ５３件 

９月 ２５１件 ３８８件 ６６件 ６３件 

１０月 １８８件 ３４５件 ６９件 ４２件 

１１月 １８２件 ３４０件 ６５件 ６５件 

１２月 １６６件 ３１１件 ６６件 ５７件 

Ｒ３.１月 １２９件 ２１７件 ４６件 ３７件 

２月 １６９件 ３０３件 ４２件 ３５件 

３月 ３１２件 ７０９件 １８１件 １３９件 

４月 ９４件 １０７件 ２７件 １９件 

５月 １４３件 ８４件 ７件 １２件 

６月 １８４件 ９１件 １１件 １４件 

７月 １６９件 ９４件 １０件 １１件 

８月 １４１件 ９６件 ７件 １４件 

９月 ２７７件 １４６件 ６件 １７件 

１０月 １２６件 ８２件 ７件 ６件 

１１月 １６０件 １００件 １５件 ２０件 

１２月 １６６件 １２３件 １３件 １８件 

Ｒ４.１月 １２５件 ９３件 ７件  

２月 ２３７件 １８２件 １４件  

３月 ５０５件 ２６４件 ２５件  

４月 １３０件 １０１件 ６件  

５月 １４３件 ９７件 ７件  

計 ８,４５２件 ７，４４９件 １，３００件 １，１１４件 
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  新型コロナウイルスに係るセーフティネット等の各申請期限は、セー

フティネット４号は令和４年６月１日から９月３０日まで、セーフティ

ネット５号は令和４年６月３０日から９月３０日まで延長された。ま

た、危機関連保証の申請は令和３年１２月３１日をもって終了した。 

 

※ セーフティネット保証とは 

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった

中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で

保証を行うもの。市区町村が認定する。 

・ ４号 自然災害等の突発的災害を対象として全都道府県を指定。原則 

として最近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて 

２０％以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

・ ５号 全国的に業績が悪化している業種を指定。原則として最近 

１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて５％以上 

減少している場合、保証協会が債務の８０％を保証する。 

・ 危機関連保証 大規模な経済危機、災害等により中小企業につ 

いて著しい信用の収縮が全国的に生じており、実際に売上高等の 

減少がみられる中小企業者を支援するための措置。原則として最 

近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて１５％ 

以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

セーフティネット保証との併用が可能。 
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３ 融資実行件数等  

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

Ｒ２.３月 ２４件 １８５,５００千円 ４,８３５千円 

４月 ６８３件 ４,８７７,２００千円 １３０,００９千円 

５月 ８８２件 ６,１００,６００千円 １５７,７５２千円 

６月 ８０８件 ５,３１５,８８０千円 １４１,８６７千円 

７月 ６２４件 ４,２３９,７００千円 １１６,４１６千円 

８月 ４８７件 ３,３４８,４００千円 ８５,７８３千円 

９月 ３９０件 ２,７１０,４００千円 ７１,０１３千円 

１０月 ２９５件 １,７７２,５００千円 ４４,１１０千円 

１１月 １７１件 １,０６９,１１０千円 ２７,６０１千円 

１２月 １８６件 １,０７３,３００千円 ２９,１０８千円 

Ｒ３.１月 １５３件 ９４７,２００千円 ２２,１５１千円 

２月 １０１件 ４９８,０００千円 １１,９２５千円 

３月 １６７件 ８７９,５００千円 ２２,３０５千円 

４月 ２１９件 １,２６２,７７０千円 ３３,１００千円 

５月 １３１件 ６６１,４００千円 １７,２２２千円 

６月 １６６件 ６９１,２５０千円 １６,５８６千円 

７月 １３４件 ６８９,２４０千円 １７,０３５千円 

８月 １５５件 ７５９,８００千円 １７,０７５千円 

９月 １５５件 ７７３,８００千円 １７,３３８千円 

１０月 ２３９件 １,２３５,４００千円 ２９,１９２千円 

１１月 １１７件 ５５８,１００千円 １２,８２６千円 

１２月 １５７件 ７３５,６００千円 １７,９０１千円 

Ｒ４.１月 １３５件 ６６９, ３２０千円 １６,４１３千円 

２月 １１６件 ５１８,８４０千円 １２,７２７千円 

３月 ２０５件 １,０２７,４００千円 ２１,９６９千円 

４月 ３８４件 １,９１０,７００千円 ４３,９６１千円 

５月 ２１０件 ９１６,１５０千円 １９,０８４千円 

計 ７,４９４件 ４５,４２７,０６０千円 １,１５７,３０４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

令和５年３月３１日以降については、他区の状況や関係機関の意見を伺いな

がら、検討していく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年６月２９日 

件  名 雇用調整助成金活用促進事業受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 

 

令和２年５月から実施している雇用調整助成金活用促進事業の受付状況に

ついて、以下のとおり報告する。 

また、令和３年９月から開始した、雇用調整助成金活用促進事業の社会保

険労務士による休業支援金申請に係る事務手数料助成の周知状況について報

告する。 

 

１ 雇用調整助成金活用促進事業受付状況 

月 助成決定件数 助成決定額（千円） 

Ｒ２.５月   ０件 ０千円 

６月 ６件 ５２３千円 

７月 １２件 １,１２０千円 

８月 ３４件 ３,２２１千円 

９月 ５７件 ５,０９０千円 

１０月 ６７件 ５,８８３千円 

１１月 １３件 １,０８７千円 

１２月 ４４件 ４,０７５千円 

Ｒ３.１月 １３件 １,２７５千円 

２月 １４件 １,２３５千円 

３月 ２１件 １,８９９千円 

４月 ０件 ０千円 

５月 ３件 ２９９千円 

６月 １件 １００千円 

７月 ６件 ６００千円 

 ８月 ３件 ３００千円 

９月 ４（１）件 ３５０（５０）千円 

１０月 ５（１）件 ３３２（５０）千円 

１１月 ７（０）件 ６６３（０）千円 

１２月 ０（０）件 ０（０）千円 

Ｒ４.１月 ６（０）件 ５２３（０）千円 

２月 ４（０）件 ４００（０）千円 

３月 ５（０）件 ５００（０）千円 

４月 １（０）件 １００（０）千円 

５月 ０（０）件 ０（０）千円 

計 ３２６ (２）件 ２９，５７５（１００）千円 

  ※ 令和３年９月１５日から休業支援金を申請対象に追加 

（ ）内の数字は休業支援金の件数及び金額 
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２ 休業支援金申請に係る社会保険労務士費用助成の周知について 

（１）あだち広報  ９月２５日号に記事掲載 

（２）ホームページ ９月１５日に情報掲載 

（３）ＳＮＳ    ツイッター及びフェイスブックを以下の日程で投稿 

        ・ ９月１５日 

        ・ １０月１日 

        ・ １１月２５日 

（休業支援金に係る助成案内、チラシ画像付き） 

          ・ １１月３０日 

             （雇用調整助成金に係る助成案内） 

          ・ ２月３日 

             （雇用調整助成金、休業支援金に係る助成案内） 

（４）豆の木メール １０月１３日にひとり親家庭向けに発信 

（５）チラシ配付  １１月１９日から区施設、大学等に順次配布 

（６）「公社ニュース トキメキ」 

 １月号に雇用調整助成金活用促進事業の記事掲載 

 

問 題 点 

今後の方針 

国の雇用調整助成金及び休業支援金の特例措置は令和４年９月末まで延長

する方針が示されている。今後も特例措置の状況など、注視していく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和４年６月２９日 

件  名 区内中小企業人材確保支援事業の事業者選定結果について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 公募型プロポーザル方式による、「区内中小企業人材確保支援事

業」の事業者選定結果について以下のとおり報告する。 

１ 選定事業者 

株式会社シグマスタッフ 

（住所：東京都品川区上大崎２－２５－２新目黒東急ビル６階） 

２ 委託内容 

（１）人材確保・定着、人材育成を支援するコンサルティング業務

（２）シニア人材マッチング支援にかかる業務

（３）区内高校生に向けた区内中小企業ＰＲ

（４）（１）に寄与する事業（セミナー等）の実施 

３  提案見積価格 

１９，５６４，９４０円 

４ 契約期間 

令和４年６月１日から令和５年３月３１日 

５ 評価経過・審査結果等 

（１）評価経過

参加表明 １次評価 辞退 ２次評価 選定 

３者 ２者 ０者 ２者 １者 

（２）審査結果（４００点満点）

提案事業者 得点 

株式会社シグマスタッフ ３１１点 

第２順位事業者（Ａ者） ２４０点 

（３）選定委員会の委員構成（５名）

学識経験者 城西大学経営学部教授（雇用労働論等） 

民間事業者・ 

行政機関職員 

足立成和信用金庫、社会保険労務士 

ハローワーク足立

区職員 産業経済部長 

問 題 点 

今後の方針 

社会貢献意欲が高く様々な知識・技能を持つシニア人材のマッチン

グと区内の高校生へのPRにより人材確保支援を進めていく。 



別紙 
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区内中小企業人材確保支援事業 提案書特定結果 

評価 

項目 
評価の視点 評価内容 配点 

業者名 

株式会社 

シグマスタッフ 
Ａ者 

得点 得点 

業務 

運営力 

業務執行体制は

妥当か 

・配置予定の担当者の経験、

連携体制、実施体制 

・配置予定の担当者の業務

量、専任性 

・実施内容に実現性、具体

性があるか 

 

 

80 

 

 

 

60 

 

 

 

56 

 

提案 

内容 

区内中小企業が

抱える課題認識

は妥当か 

・課題を明確に認識できて

いるか 

 

 

20 

280 

 

17 

219 

 

10 

158 

区内中小企業に

対する提案・支

援に関する提案 

・企業に合わせた課題解決

支援ができるか 

・専門的な内容に対応でき

る人材資源や技術を持

ち、かつ活用できるノウ

ハウがあるか 

     

 

100 

 

 

80 

 

 

55 

区内中小企業の

魅力発信に関す

る提案 

 

・企業に合わせた課題解決

支援ができるか 

・専門的な内容に対応でき

る人材資源や技術を持

ち、かつ活用できるノウ

ハウがあるか 

 

 

60 

 

 

42 

 

 

 

33 

区内中小企業、

シニア人材の確

保・マッチング

に関する提案 

 

・募集体制は十分か 

・区内中小企業とシニア人

材を適切にマッチングで

きるか 

・マッチング後のフォロー

体制ができているか 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

60 

プレゼ

ンテー

ション 

説得力・資料調

整力 

プレゼンにおける説明能力

や業務への意欲、論理性、

態度、資料の正確性等 

 

20 

 

 

18 

 

 

12 

 

コスト コストは妥当か 提案見積価格（総額） 20 14 14 

合計 400 400 311 311 240 240 

順位 1 2 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和４年６月２９日 

件  名 都営住宅内での移動販売事業者の公募について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区内都営住宅敷地内での移動販売について、登録事業者を公募し、

以下のとおり実施していく。 

 

１ 主旨 

都営住宅敷地内で移動販売を実施するには、区が都に代わって、

事業者を選定する必要がある。 

現在、３団地において移動販売を実施しているが、高齢化が進む

都営住宅において、今後多くの移動販売の要望がさらにあがる可能

性がある（令和４年３月現在：１３６団地）。 

ついては、移動販売事業者を公募し、あらかじめ区に登録するこ

とで、希望する都営住宅に移動販売を紹介していく。 

 

２ 公募時期 

令和４年７月１日（金）開始 ※以降、随時受付 

 

３ 事業者の登録条件 

・ 自動車に施設を搭載し、食料品等の販売を行うものであるこ

と。 

・ 自動車による食料品等販売業に係る営業許可を受けている

等、関係法令を遵守していること。 

・ 生鮮品、食料品、日用品等が豊富に揃い、都営住宅に居住す

る買物弱者の買物利便性を高める事業者であること。 

など 
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４ 事業者公募から実施までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※ 参考 

  令和３年１０月から、竹の塚七丁目アパート、綾瀬七丁目アパー

トにおいてモデル事業として移動販売を実施。なお、千住関屋町ア

パートから要望があり、令和４年６月から移動販売開始。 

 

問 題 点  

今後の方針 

「公社ニュース トキメキ」７月号への掲載、ＨＰ、ＳＮＳなどによ

り、ＰＲしていく。 

 

⑤自治会、事業者、区で調整（販売場所、曜日など） 

⑥自治会、事業者、区で覚書締結／実施 

※ 実施前に近隣商店街等へ情報提供する。 

③団地自治会から区へ相談 

④区から登録事業者へ声かけ 

①公募（随時） 

②事業者登録・ＨＰで公開 



 

 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年６月２９日 

件  名 あだち区民まつり「Ａ－Ｆｅｓｔａ ２０２２」の中止について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内  容 

 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、「あだち区民まつり」中止の決

定について報告する。なお、延期開催は行わない。 

 

１ 「あだち区民まつり」中止理由について 

（１）新型コロナウイルス感染症は収束の目途が立っておらず、感染者数も横

ばいの状況が続いている。開催可否の判断にあたっては来場者の安全を最

優先で考える必要がある。 

（２）大規模イベント実施の際には「感染防止安全計画」に基づく対策が求め

られている。マスク着用に対する見解は示されたものの、「感染防止安全

計画」の策定基準（※）には何ら緩和が見られなかった。 

  ※ ①検温・手指消毒の実施 ②参加者氏名の把握・COCOA画面確認  

③ルールに従わない来場者の個別注意・退場措置等が必要。 

（３）「感染防止安全計画」遵守には、参加者の把握が必須であり、入退場管

理のためのゲート設置や、ルールに従わない来場者の個別注意や退場措置

のためのスタッフ配置などの追加経費が発生する。また、来場者への注

意・退場措置時のトラブル発生なども懸念される。 

（４）感染リスクの高い飲食を伴わない形態での開催も検討したが、イベント

の規模を縮小しても「感染防止安全計画」の遵守は必須であるため、イベ

ントの魅力が薄れ、集客効果が減衰し、費用対効果が低下する。 

（５）現時点で開催中止を判断した場合、関連経費は発生しない。しかし、中

止判断が６月初旬以降になると、事業周知用ポスター作製委託契約が開始

されるため、契約解除金が生じる。 

 

２ 中止決定に至る流れ 

（１）５月２６日 区が経営会議で中止の方針を決定 

（２）５月２７日 協会として中止を正式決定  

 

３ 当初開催予定日 

  令和４年１０月８日(土)・９日（日） 

 

４ 中止決定に伴う支出 

  発生しない（契約前の中止決定のため） 

問 題 点 

今後の方針 

区制９０周年特別企画として、地域内の回遊や個店への集客につながる方策

を別途検討する。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和４年６月２９日 

件  名 姉妹都市ベルモント市との学生間オンライン交流の実施について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内  容 

 令和４年度夏のベルモント市への交流体験ツアーは、感染症の影響によ

る出入国等の状況が不透明であることから事業の実施は見送ったが、オン

ラインを通じた学生間交流について、実施案を報告する。 

 

１ 実施時期 

  令和４年８月下旬（予定） 

 

２ 対象校（案） 

（１）足立区 

・ 区立東綾瀬中学校（英語部）１年生から３年生まで在籍 

・ 各学年から参加、おおむね１０人程度 

  ※ 令和３年度、英語教育の研究校で英語部の活動もあり、オンライ

ン交流が対応可能であることから、準備を進めていたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で、実施が今年度にずれ込んだ。 

（２）ベルモント市 

   ・ ベルモント高校（年齢１４歳から４年間の教育課程） 

   ・ 生徒数約１,３００人 

   ・ 日本語を学ぶ生徒に参加してもらう。 

 

３ 交流方法（案） 

  ・ Ｗｅｂｅⅹにより行う（ベルモント市が推奨している）。 

  ・ 全員でのガイダンス後、２、３人のグループでの会話が進むよう

あらかじめ話すテーマを決めておく。 

  ・ 交流時間はおおむね１時間以内とする。 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

実施時期や内容、オンライン環境の設備調整等、東綾瀬中学校やベルモ

ント市側と連絡・調整を行っていく。 

複数回実施する予定であり、両校の交流が継続できるよう支援をしてい

く。 
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